
変更届に必要な書類【療養介護】                       重  要 

 

■提出方法 

  ＊手続は大阪市行政オンラインシステムで受付しています。 

＊【事前協議】となっているものは、変更日の２か月前の月末まで必要書類を提出し、変更日の前月 15 日

までに届出を行ってください。 

＊変更後１０日以内に、届出を行ってください。 

※写しの提出に際し、原本証明は不要です。 

■提出に必要な書類 

  ＊内容により異なります。下記を参照してください 

   

変更する事項 必要書類 留意点 

1 事業所の名称 ・変更届出書（様式第２号） 

・指定に係る記載事項(付表４) 

・運営規程 

・業務管理体制に関する届出書（業管第

2-1号）…① 

①…本市に届出が必要な事業所

のみ 

 

2 事業所の所在地 

 

・変更届出書（様式第２号） 

・指定に係る記載事項(付表４) 

・運営規程 

・事業所の平面図 

・事業所内外の写真 

・居室面積等一覧表 

・設備・備品等一覧表 

・案内図 

・土地･建物の賃貸契約書の写し又は登記簿謄本  

・防火対象物使用開始（変更）届の写し 

・損害賠償発生時の対応方法を明示する

書類の写し…① 

・医療法に基づく開設許可又は使用許可書の写し 

・業務管理体制に関する届出書（業管第

2-1号）…② 

①…移転後も適用となる旨がわ

かる書類を提出（異動届等） 

②…本市に届出が必要な事業所

のみ 

 

 

【事前協議】 

3 事業所の電話番号、ＦＡＸ番

号、メールアドレス 

・変更届出書（様式第２号） 

・指定に係る記載事項(付表４) 

 

4 申請者(法人等)の名称 

申請者(法人等)の所在地 

 

※履歴事項全部証明書（登記簿謄

本）が、法務局での手続きの関係で、

変更日（登記日）から 10 日以内に

提出できない場合は、法務局から履

歴事項全部証明書（登記簿謄本）が

発行されてから、変更届の必要書類

一式をまとめて提出してください。

（この場合、変更後 10 日以内でな

くても可とします。） 

・変更届出書（様式第２号） 

・履歴事項全部証明書（原本）又は条例等 

（同一法人が複数事業所を運営している場合は、原本

添付は１部で可。変更届出書（様式第２号）のみ事業

所ごとに作成のうえ写し（原本証明不要）を添付して

ください。） 

・業務管理体制に関する届出書（業管第

2-1号）…① 

①…本市に届出が必要な事業所

のみ 

 

＊法人の一体性(継続性)が認め

られる場合以外は、新規申請 

＊法人等の名称のふりがなを変

更届出書に明記のこと 

 



変更する事項 必要書類 留意点 

5 申請者(法人等)の電話番号、

ＦＡＸ番号、メールアドレス 

・変更届出書（様式第２号） 

・業務管理体制に関する届出書（業管第

2-1号）…① 

①…本市に届出が必要な事業所

のみ 

6 

 

申請者（法人等）の代表者の

変更、代表者の氏名・住所・

電話番号 

 

※履歴事項全部証明書（登記簿謄

本）が、法務局での手続きの関係で、

変更日（登記日）から 10 日以内に

提出できない場合は、法務局から履

歴事項全部証明書（登記簿謄本）が

発行されてから、変更届の必要書類

一式をまとめて提出してください。

（この場合、変更後 10 日以内でな

くても可とします。） 

・変更届出書（様式第２号） 

・履歴事項全部証明書（原本）又は条例等 

（同一法人が複数事業所を運営している場合は、原本

添付は１部で可。変更届出書（様式第２号）のみ事業

所ごとに作成のうえ写し（原本証明不要）を添付して

ください。） 

・第 36 条第 3 項各号の規定に該当しな 

い旨の誓約書…① 

・業務管理体制に関する届出書（業管第

2-1）…② 

①…申請者の代表者が新たに就

任する場合に添付 

②…本市に届出が必要な事業所

のみ 

7 事業所の建物の構造概要及び

平面図並びに設備の概要 

・変更届出書（様式第２号） 

・事業所の平面図 

(変更前及び変更後の平面図) 

・変更箇所の写真 

・居室面積等一覧表 

・設備・備品等一覧表 

・土地･建物の賃貸契約書の写し又は登記簿謄本

…① 

・防火対象物使用開始（変更）届の写し

…② 

・医療法に基づく病院の構造設備変更に

係る許可書の写し 

① ②…建物の増築等の場合に

添付 

【事前協議】 

8 単位数を新たに追加 ・変更届出書（様式第２号） 

・指定に係る記載事項(付表４) 

・運営規程 

・従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表  

・組織体制図 

・従業者の資格を証明する書類…① 

・平面図 

・単位を追加した箇所の写真 

・居室面積等一覧表 

・設備・備品等一覧表 

・指定障害福祉サービスの主たる対象者

を特定する理由…② 

・介護給付費等算定に係る体制等に関す

る届出書（介給届） 

・体制状況一覧表 

①…資格要件の定められている

職種を新たに配置する場合 

②…対象者を特定する場合のみ 

 

＊単位の追加により、サービス

管理責任者の配置が新たに必

要になる場合は、当該変更に

係る必要書類も添付 

【事前協議】 



変更する事項 必要書類 留意点 

9 管理者の変更、管理者の氏

名・住所・電話番号 

 

・変更届出書（様式第２号） 

・指定に係る記載事項(付表４) 

・組織体制図…① 

・経歴書…② 

・第 36 条第 3 項各号の規定に該当しな 

い旨の誓約書…③ 

・医師免許の写し…④ 

①…他の業務と兼務する場合の

み添付 

②…３ヶ月以内に撮影した写真

を貼付 

①②③④…管理者が新たに就任

する場合のみ添付 

10 主たる対象者 

 

・変更届出書（様式第２号） 

・指定に係る記載事項(付表４) 

・運営規程 

・指定障害福祉サービスの主たる対象者

を特定する理由…① 

①…対象者を特定する場合のみ 

11 

 

サービス管理責任者の変更又

は増員 

 

 

・変更届出書（様式第２号） 

・指定に係る記載事項(付表４) 

・従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表 

 …① 

・組織体制図…② 

・経歴書 

・資格を証する書類…③ 

・実務経験証明書 

・相談支援従事者研修修了証の写し(2 日

課程又は 1 日課程)…④ 

・サービス管理責任者研修修了証の写し 

・研修等受講誓約書…⑤ 

・理由書…⑥ 

①…変更日から４週間の勤務予

定表として作成 

②…すべての兼務関係を明確に

記載のこと 

③…サービス管理責任者の資格

要件を満たすために必要な場

合に添付 

④…相談支援従事者研修 1 日課

程を受講済の場合は、障害者

ケアマネジメント従事者研修

修了証の添付も必要 

⑤⑥…やむを得ない事由により

変更する場合に必要（資格要

件・実務要件は満たす必要あ

り） 

12 

 

サービス管理責任者の氏名・

住所及び電話番号 

 

※現在配置しているサービス管理

責任者の住所等が変更となる場合

は、変更届出書（様式第２号）及び

①②の書類を添付 

・変更届出書（様式第２号） 

・指定に係る記載事項(付表) 

・従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表  

 …① 

・組織体制図…② 

・経歴書…③ 

・資格を証する書類の写し…④ 

・実務経験証明書 

・相談支援従事者研修修了証の写し(2 日

間コース又は 1 日間コース)…⑤ 

・サービス管理責任者研修修了証の写し 

・研修等受講誓約書…⑥ 

・理由書…⑦ 

①…変更日から４週間の勤務予

定表として作成 

②…すべての兼務関係を明確に

記載のこと 

③…３ヶ月以内に撮影した写真

データを添付 

④…サービス管理責任者の資格

要件を満たすために必要な場

合に添付 

⑤…相談支援従事者研修 1 日間

コースを受講済の場合は、障

害者ケアマネジメント従事者

研修修了証の添付も必要 

⑥…やむを得ない理由により研

修未受講のサービス管理責任

者を配置する場合 

⑦…やむを得ない理由により研

修未受講のサービス管理責任者

を配置する場合（法人印押印必

要） 



変更する事項 必要書類 留意点 

13 運営規程   

 職員の職種･員数、職務の 

内容 

・変更届出書（様式第２号） 

・指定に係る記載事項(付表４) 

・従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表  

 …① 

・組織体制図 

・従業者の資格を証する書類の写し…② 

・運営規程 

①…変更日から４週間の勤務予

定表として作成 

②…資格要件の定められている

職種の場合のみ添付 

利用定員 

 

 

※利用定員を増加する場合は、

事前協議が必要 

・変更届出書（様式第２号） 

・指定に係る記載事項(付表４) 

・従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表 

 …① 

・組織体制図…② 

・運営規程 

①②…利用定員変更により従業

者の勤務体制等にも変更が生

じる場合に添付 

①…変更日から４週間の勤務予

定表として作成 

 

＊利用定員増加により、サービ

ス管理責任者の配置が新たに

必要になる場合は、当該変更

に係る必要書類も添付 

利用者負担の額 ・変更届出書（様式第２号） 

・運営規程 

 

※変更の内容及び状況により、上記以外の書類の提出を求める場合があります。 

 


